
国・県・市町村税の未納がないことの証明の提出に関する注意事項

未納がないことの証明については、申請日から遡って3か月以内に発行されたものとしてください。

委任先を設ける場合は、本店及び委任先の国税、県税及び市町村税の写しを提出してください。

本店

国　税
（法人税、消費税及び地方消費税）

〇

県　税
（事業税、県民税及び自動車税）

※各都道府県税部発行
〇

市町村税 〇

＜本店のみで申請する場合＞
（例1）本店所在地：福島県福島市 （例1） 本　店 委任先

　　　　　↓提出するもの 国　税 国 ―
　　　　国税、福島県税、福島市税 県　税 福島県 ―

市町村税 福島市 ―

＜委任先を設けて申請する場合＞
（例2）本店所在地：福島県福島市 （例2） 本　店 委任先

　　　 支店所在地：福島県南相馬市 国　税 国 ―
　　　　　↓提出するもの 県　税 福島県 ―
　　　　国税、福島県税、福島市税、南相馬市税 市町村税 福島市 南相馬市

（例3）本店所在地：宮城県仙台市 （例3） 本　店 委任先
　　　 支店所在地：福島県南相馬市 国　税 国 ―
　　　　　↓提出するもの 県　税 宮城県 福島県
　　　　国税、宮城県税、仙台市税、福島県税、南相馬市税 市町村税 仙台市 南相馬市

【参考】
　国税の納税証明書は、所管の税務署に請求してください。また、オンラインによる請求が便利ですので、
是非ご利用ください。

　スマホから請求する場合はパンフレットをご確認ください。電子納税証明書（PDF）がさらに便利に！

　iphoneの方はこちらからログイン　https://www.e-tax.nta.go.jp/sp/index2.html
　Androidの方はこちらからログイン　https://www.e-tax.nta.go.jp/sp/index3.html
　パソコンから請求する場合はこちら　https://e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei1.htm

委任先
（委任する場合のみ）

―

〇

〇

備　考

※本店と同じ都道府県内
の支店等に委任する場合
は1部で可。

※本店と同じ市町村内の
支店等に委任する場合は
1部で可。


